
Ｎｏ 評価項目
意見
元

公開／
非公開

意見等の内容（要旨） 事業者回答（要旨）
知事意見
素案No.

1 全般的事項

田
中
委
員

公開

(1021審議会)
○環境保全措置の移植を「代償」とし
ているが、「最小化」や「低減」とい
う言葉が正確である。
代償は、事業実施区域外の土地に移植
し、その移植措置により少しでもプラ
スになることを言う。よって、代償に
は、事業実施区域外に土地を確保する
ことが必要。それにより、事業者が永
続的に土地を管理したり、モニターし
たりできるような、土地の所有権とい
うことまで考えないと、代償とは言え
ない。
「代償措置」という言葉は誤りなの
で、正確な言葉の使い方をお願いしま
す。
○事業実施区域内は全部改変されたと
すると、代償は事業実施区域外で実施
しないと意味がない。その代償措置の
ために、その土地が守られ、管理でき
る土地でないと全く意味がない。

(1021審議会)
○代償という言葉の使い方について、
承知しました。

(1021審議会)
○事業区域は、100％全部改変されま
した。

(1021審議会後)
○補正評価書には環境保全措置の種類
を記載しておりますが、それ以前の準
備書（案）に関する事務局の事前確認
の中で、移植の種類は「代償」になる
とのご指摘があり、こちらも熟慮せず
に「最小化」としていたものを「代
償」に変更したという経緯がありま
す。完了報告書では、移植は「最小
化」の措置という考え方で記載いたし
ます。

ー

7 植物

小
林
委
員

公開

(1021審議会)
○植生について、事業前の調査と事後
調査で、調査実施者は違うのか。
○特殊な生活形態の希少植物として知
られるムカゴサイシンの移植につい
て、経験があると聞いていたが、（中
間報告書に記載の）専門家の技術的助
言が不明確であり、専門的な知見が不
足している。特殊な生活形態を踏ま
え、専門的な知見の中で移植すること
が必要。

(1021審議会)
○いえ、事前調査の実施者と同じ者が
事後調査の結果をとりまとめました。

(1021審議会後)
－

1

8 植物

小
林
委
員

公開

(1021審議会)
○その他のラン科の植物についても、
バルブの有無により、活着率の良し悪
しに違いがあり。ムカゴサイシンを含
めたラン科の植物について、科学的・
技術的な知見を得る中で、移植をした
方が良かったと考えます。
専門的・科学的・技術的な知見を得る
の中で環境保全措置の再検討（再移植
の実施等）を検討した方がよい。

(坂本会長)
○移植の方法が良くなかった。

(1021審議会)
－

(1021審議会後)
○ラン科植物の移植の実施方法は【公
開】資料①に示すとおりです。各種の
特性を考慮して実施しました。完了報
告書ではこれらの内容を追記いたしま
す。

1

1,29 植物

小
林
委
員

公開

(1021審議会)
○移植した植物の活着率の良し悪しで
はなく、その植物に適した生育環境を
把握したうえで、生育する生態系の調
査や、講じる保全措置の検討を行うべ
き。
○移植により得られた知見を集積して
いくことが大事である。
○ムカゴサイシンの移植先について、
２課所へ分散移植しているが、一方の
移植先は本種に適した移植先とは言い
難い。
○実施した保全措置と、保全措置の成
否について、科学的なまとめをするべ
きである。

(1021審議会)
－

(1021審議会後)
○完了報告書では環境保全措置の成否
について、各植物の生態を考慮した科
学的なまとめを行います。また、今後
の同種事業において、その知見を活か
します。
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10 植物

北
原
委
員

公開

(1021審議会)
○成功基準の「活着率70%」に疑問が
ある。成功基準を未達のものについて
は、完了報告書までには追加の保全措
置を講ずるとのことだが、それを以て
保全措置は終了か。
○成功基準は「活着率70%」ではな
く、100％とすべき。
○短期間の活着率で成否を判断すべき
ではない。「活着率70％」だと、３種
（ハカタシダ、ランヨウアオイ、ヒト
ツボクロ）については、基準達成とな
るが、移植の翌年に活着率が下がって
おり、再び上昇に転じるとは考えにく
い。
○短期間の活着率が「活着率70%以
上」か否かではなく、継続したモニタ
リングの中で、保全措置を再検討すべ
き対象種を決めた方が良い。

(坂本会長)
○完了報告書手続があるため、今回の
中間報告書で「成功基準を達成」とし
ている種についても、今後もしっかり
モニタリングして欲しい。

(1021審議会)
○再移植やシカの食害防止柵の設置の
みを考えており、それを以て保全措置
は終了です。

(1021審議会)
○完了報告書まで、継続して観察を行
います。

(1021審議会後)
－

2

11 植物

北
原
委
員

公開

(1021審議会)
○例えば植物の成功基準が「活着率７
０％」だと、１２の植物種以外は基準
を達成するが、減少傾向が見られる植
物種も達成となってしまうため、「成
功基準」及び「保全措置の再検討（見
直しの必要性）」については、全体的
に再検討してほしい。

(1021審議会)
－

(1021審議会後)
○「成功基準」の活着率70％以上は補
正評価書に記載済みですので、変更い
たしません。なお、再検討した結果か
らの食害防止柵の設置は、活着率が達
成できていない種のみに設置したわけ
ではなく、食害が起きている可能性が
ある全ての移植地に設置しましたの
で、70％以上を達成できていれば何も
しなくて良いという考え方ではありま
せん。

2

12 動物

佐
藤
委
員

公開

(1021審議会)
○クマタカとブナの関係について、
「ブナ科」という表現や、種を指定し
た「ブナ」という表現の使い分けを確
認すること。
○ブナの豊作・凶作とクマタカの繁殖
状況の関連性がわからない。事業実施
区域周辺はスギ・ヒノキの植林地で、
クマタカに影響があるほどのブナが
残っているのか疑問である。出典を示
すだけでなく、地域特性も踏まえ、も
う少し丁寧に説明すべき。

(1021審議会)
○中間報告書において引用文献として
示してあるとおり、ブナの結実状況と
クマタカの繁殖に関する研究があり、
加えて有識者からも同様の助言を得て
います。
○有識者によると、ブナが豊作であっ
た場合、ネズミ類の個体数が増え、キ
ツネやテンが主にネズミ類を捕食する
ことで、クマタカの主要な餌動物であ
るヤマドリの生存率が上がり繁殖がう
まくいく。反対に凶作であった場合、
キツネやテンがヤマドリを捕食するこ
とでクマタカの餌が減り、繁殖がうま
くいかないということでした。

(1021審議会後)
－

3
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13 動物

佐
藤
委
員

公開

(1021審議会)
○その文献（ブナとクマタカの繁殖に
関する研究）を知らないが、典型的な
ブナ林における調査結果ではないか。
○対象事業実施区域は、大多数がス
ギ・ヒノキなどの針葉樹林であり、ブ
ナなどの広葉樹林はとても少ない場所
である。文献と同じことが言えるのか
疑問なので、疑問が生じないように説
明すること。
○もし、他に繁殖しなかった理由がわ
からないのなら、理由は不明でもよ
い。
○クマタカの繁殖にブナの作況が影響
したと説明するなら、クマタカの利用
域とブナ林の位置関係や、ブナ林の環
境下におけるクマタカの主要な餌とな
る動物などの生息状況を示し、それを
根拠に説明した方が疑問がない。

(1021審議会)
○中間報告書に、高利用域内に設定し
たブナの調査地点が記載されています
が、ご指摘のとおり高利用域内のブナ
林の面積は非常に少ないです。

(1021審議会後)
－

3

16 動物

湯
本
委
員

公開

(1021審議会)
○希少両生類②は、幼生期に、魚類が
生存しない「さらに上の小さい沢」を
利用する。
○裸地になった鉄塔用地などの造成地
からの、土壌流出が懸念されるため、
細かい泥も含め、小さい沢への土壌の
流出防止には細心の注意を払っていた
だきたい。

(1022審議会)
－
(坂本会長)
今の御意見に対しコメント等あります
か。（委員の意見を）考慮いただくと
いうことで。

(1021審議会後)
○承知しました。沢への土壌の流出防
止に細心の注意を払って実施いたしま
す。

ー

17 動物

岩
田
委
員

公開

(1021審議会)
○魚類モニタリング調査の結果につい
て、「生息状況に変化はない」と判断
しているが、外来種又は国内外来種が
大幅に増加しており、魚類群集の変化
が見てとれるため、事業による影響の
有無を踏まえ、丁寧に考察及び説明す
ること。

(1021審議会)
－

(1021審議会後)
○第１回技術審議会のパワーポイント
には記載していませんでしたが、中間
報告書の4-159ページには、新たに確
認されたコイ（飼育型）やキンギョの
こと、国内移入種であるカワムツが増
加傾向にあることなどについて記載し
ています。

4

18 動物

岩
田
委
員

公開

(1021審議会)
○魚類のモニタリング調査について、
結果を調査地点ごとのデータの合計で
示しているが、この表記では、各地点
でどういった変化が起きたのかがわか
らない。調査地点ごとに、魚類群集、
水生昆虫群集の変化したかがわかるよ
うに表現すべき。
○グラフに単位がないため、調査地当
たりなのか、努力量当たりなのかなど
を判断しかねる。

(1021審議会)
－

(1021審議会後)
○完了報告書では、調査地点（4地
点）ごとの群集の変化について、より
丁寧にまとめた結果を記載いたしま
す。参考までに中間報告書段階の魚類
の結果を地点ごとに分けた結果は【公
開】資料②に示すとおりです。
○第1回技術審議会のパワーポイント
には単位を記載していませんでした
が、中間報告書には単位を記載してい
ます。

4
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19 動物

岩
田
委
員

公開

(1021審議会)
○底生動物のモニタリング調査の結果
についても、結果を調査地点ごとの
データの合計で示しており、強引な示
し方である。
○季節ごとのデータがあるなら、群集
の変化などについて、定量的な結果の
表示方法を工夫されたい。

(1021審議会)
－

(1021審議会後)
○完了報告書では、調査地点（4地
点）ごとの群集の変化について、より
丁寧にまとめた結果を記載いたしま
す。参考までに中間報告書段階の底生
動物の結果を地点ごと・季節ごとに分
けた結果は【公開】資料③に示すとお
りです。

4

20 動物

岩
田
委
員

公開

(1021審議会)
○底生動物のモニタリング調査の結果
について、目レベルで集計すると群集
の変化が見て取れなくなる。多変量解
析を用いた群集解析などを採用し、種
あるいは属など、レベルでの細かい解
像度の情報により、群集の変化につい
て評価してほしい。

(1021審議会)
－

(1021審議会後)
○完了報告書では、工事前に確認され
ていましたが、工事中に確認されなく
なった種・属についての評価を追記い
たします。なお、多変量解析について
は、複数の変数（底生動物の調査結果
に加えて、水質や流況、水底の底質と
いった環境データ）との相関関係を分
析した研究がありました。本事後調査
では確認種・個体数以外の環境データ
（複数の変数）を記録していないた
め、多変量解析までは行いません。

4

21 動物

岩
田
委
員

公開

(1021審議会)
○底生動物のモニタリング調査の結果
について、調査地点ごとに表示するな
ど工夫してほしい。

(1021審議会)
－

(1021審議会後)
No.19と同様

4

22 動物

岩
田
委
員

公開

(1021審議会)
○ヤマトビケラ属は造網性ではなく、
匍匐性（ほふくせい）だと思うので、
確認してほしい。

(1021審議会)
－

○ヤマトビケラ属は砂礫を固めて巣を
造りますが、巣ごと移動する「携巣
型」の誤りでした。訂正いたします。

ー

23 動物

岩
田
委
員

公開

(1021審議会)
○グラフの縦軸が何を表記しているの
かわからないので、わかるようにする
こと。

○中間報告書にオオナガレトビケラと
して掲載している写真について、該当
種の特徴と少しずれているようにも見
えるので、再確認してほしい。

(1021審議会)
－

(1021審議会後)
○第1回技術審議会のパワーポイント
では単位を記載していませんでした
が、中間報告書には単位を記載してい
ます。
○【公開】資料④のとおり、オオナガ
レトビケラの特徴が判るよう再撮影を
行いました。

ー

24 動物

北
原
委
員

公開

(1021審議会)
○底生動物について、「ムカシトンボ
の生息が確認された」としているが、
調査１年目で確認され、２年目では確
認されていないため、モニタリングを
継続すること。

(1021審議会)
－

(1021審議会後)
○2年目は確認されていない訳ではあ
りません。石合川上流で確認されまし
たが、確認地点が工事前の3地点から1
地点に減少したという結果です。中間
報告書4-170ページには、その要因に
ついて考察を記載しています。また、
モニタリングは工事が完了する来年
（2026年）まで継続して実施します。

5
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6

26 生態系

北
原
委
員

公開

(1021審議会)
○現地調査の際、鉄塔工事エリアに草
原的環境が復元し、チョウ類が確認さ
れるなど、新たな生態系が創出されて
いたため、新たに創出された草原的環
境を管理していってほしい。

(1021審議会)
－

(1021審議会後)
○今回鉄塔新設にあたり必要な工事用
地を伐採して工事を実施しております
が、工事後の植樹においては県有林内
ということもあり、山梨県峡南林務環
境事務所と協議をし、既に“カラマ
ツ”を植樹することとなっておりま
す。
（伐採した箇所の植樹においては、
「森林法」の「造林計画」として樹木
の植樹をおこなうことが決まっており
ますが、視察された№32号鉄塔におい
ては、基本、原形復旧の観点から、
“ヒノキ”を植樹することで考えてい
ましたが、山梨県峡南林務環境事務所
からのご要望により“カラマツ”を植
樹することになっております。）
植樹範囲以外（鉄塔用地・林道道路際
等）においては、自然林化（手を加え
ず森林が自然の状態に戻ること）とい
たします。
○先日の北原委員からのご意見もあ
り、山梨県峡南林務環境事務所に対し
て、新たな生態系が発見されたことか
ら、植樹をしないことが可能かどうか
確認中です。
　→11/11（火）回答あり
　　予定通り植樹するよう指導あり。

7

25 生態系

田
中
委
員

公開

(1021審議会)
○生態系では、１個体が生きているか
否かではなく、この地域が、対象種が
永続できるか地域であるかどうかを評
価する必要がある。
○生態系の成功基準にクマタカを用い
ているが、植物の生態系として、植物
群落や群生地が守られるかどうかと
いった視点が抜け落ちている。
○生態系について、面的な影響につい
ては、定量的に示してほしい。例えば
事業実施区域内の改変が１００％な
ら、事業区域分の生態系が消失してい
る。
○特定の種の調査に注力するだけでな
く、全体がどうなったかを分析してほ
しい。
　生息地（ハビタット）や植生の変化
などを示してほしい。
○次回の審議会で、完了報告までの計
画、わかっている範囲の現時点での生
態系の状況、完了報告書でどういう報
告をする考えかを説明すること。

(1021審議会)
○補正評価書の中で、事業の実施によ
り、植物の生育環境の面積割合がどう
なるかは予測しております。現状（工
事中の現段階）では、どういう面積割
合に変わったかということは調査して
いません。

(1021審議会)
○補正評価書に記載した事後調査項目
しか調査をしておらず、中間報告書手
続にて説明はできません。中間報告書
ではなく、完了報告書のときに説明す
るということでどうですか。

(1021審議会後)
○補正評価書での生態系に係る事後調
査は、クマタカ（上位性）、希少両生
類①（特殊性）、水生生物の項目とし
ており、植物に関する事後調査は実施
しておりません。また、補正評価書で
は事業実施区域内が全て改変されたこ
とに対する「代償」の措置を行うとは
しておりませんが、「最小化」の措置
として、鉄塔用地以外の区域に植樹を
行い、樹林環境の復元を図ることとし
ています。完了報告書では植樹の状況
を踏まえ、将来的な植生の変化につい
て記載いたします。
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